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緑の募金による公募事業審査規程 

 
（目的） 

第１ 「緑の募金公募事業実施要領」、「学校林を活用した森林環境教育公募事業」及

び「学校環境緑化公募事業」を実施するために提出された応募申請書について、厳

正かつ公平に審査するために「緑の募金による公募事業審査会」（以下「審査会」

という。）を設置する。 
 
（審査委員の構成） 

第２ 審査会の委員は、次の者をもって構成する。 
   岐阜県林政部緑化運動担当課長 
   公益社団法人岐阜県緑化推進委員会専務理事 
   公益社団法人岐阜県緑化推進委員会運営協議会委員 
   学識経験者 
２ 審査委員長は、公益社団法人岐阜県緑化推進委員会専務理事をもってこれに当た

る。 
 
（審査会） 

第３ 審査会は事業予算の範囲内で年１～２回行い、事業採択の可否及び助成額につ

いて決定する。 
 
（報酬） 

第４ 審査会の委員の報酬は、各種委員の報酬及び費用に関する規程の定めるところ

による。 
 
（事務局） 

第５ 審査会の事務局は、公益社団法人岐阜県緑化推進委員会に置く。 
 
（その他） 

第６ この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。 
 

附 則 
１ この規程は、平成１０年４月２４日から施行する。 
２ この規程は、平成１４年２月２０日から施行する。 
３ この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 
４ この規程は、平成１７年１０月１５日から施行する。 
５ この規程は、平成２１年１月２６日から施行する。 
６ この規程は、平成２１年４月２４日から施行する。 
７ この規程は、平成２１年８月１８日から施行する。 
８ この規程は、平成２３年４月２５日から施行し、平成２３年４月１日から適用す
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る。 
９ この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。（平成２４年３月６日改

正（公益社団法人への移行に伴う「緑の募金による公募事業」関係規程・要領を整

備する規程）） 
 
 


